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【奈良文化高等学校】 学校評価報告書（自己評価・学校関係者評価） 

                                          奈良学園法人本部 監査室 
 

Ⅰ教育活動に関するもの 

 

【項目ごとの評価】 

学校自己評価   ４段階評価Ａ：極めて達成度が高い  Ｂ：概ね達成できている  Ｃ：課題を残している  Ｄ：課題が多く速やかな改善が必要 

学校関係者評価  ３段階評価Ａ：学校自己評価は適切である  Ｂ：学校自己評価はおおむね適切である   Ｃ：学校自己評価は適切でない 

 

大

項

目 

中項目 小項目 

学校経営計画 学校自己評価 学校関

係者評

価委員

会によ

る評価 

目標 取組（実施）計画 評価 評価の理由 課題及び改善 

Ⅰ 

教

育

活

動

に

関

す

る

も

の 

（１） 

教務 

①教職員研修の充実 ○魅力ある学校を目指して，教育内容

の充実と教職員の資質向上を図る 

○経験年数に応じ，教職員の研修

計画の作成し，研修を実施して

いく。 
Ｃ Ｃ 

○教育内容の充実と教職員の資質

向上を図るべく，様々な分野の

研修を実施した。 

○経験年数を活かした研修は実

施できておらず，今後も教職

員の資質向上を図るべく，研

修の機会を設けていきたい。 

Ａ 

（２） 

教科指導 

①学習指導計画の立

案 

○各科・コースの特性を理解し可能性

を広げることのできるようにする。 

○各科・コースに応じた指導計画

を策定する。 Ｂ 

Ｂ 

○各科・コースの特性に応じて，習

熟度別授業や７限目授業，補習等

を行っている。 

○より柔軟な対応ができるよ

う，指導計画の見直しを続け

る。 

Ａ 

②学習内容の精選 ○各科・コースの特性を理解し可能性

を広げることのできるようにする。 

○各科・コースの指導計画に応じ

た学習内容を精選する。 Ｂ 

○各科・コースの指導計画に応じ

た学習内容を精選している。 

○各生徒個々の進路実現にでき

る限り対応できるような学習

内容を研究する。 

③評価・指導方法の 

 工夫および改善 

○基礎学力の定着を図る。 

○学習意欲を高め，次の指導に活かせ

る評価を実施する。 

○学力の向上を目指す。 

○各科・コースに応じて基礎学力

の定着を図るよう，指導方法を

工夫する。 

○視聴覚機器を効果的積極的に用

いた指導方法を研究する。 

〇生徒・学生の学習意欲を高め，

次の指導に活かせるような評価

を実施する。 

○学力向上を目指せるよう，評価

を効果的に行う。 

Ｂ 

○各科・コースに応じて基礎学力

の定着を図るよう，個別指導を

行うなど指導方法を工夫してい

る。 

○視聴覚機器を積極的に用いて指

導している。 

○習熟度クラス別に評価を行うな

ど学力向上を目指せるよう，評

価を効果的に行っている。 

〇生徒・学生の学習意欲を高め，

次の指導に活かせるような評

価方法の工夫をしていきた

い。 

○視聴覚機器をはじめ情報機器

の更なる効果的指導方法を研

究する。 

○進路指導部と連携し，模試等

を学力向上の指導に活かす。 

（３） 

生徒・学

生指導 

①組織的な生徒・学

生指導 

○年間計画に則し，具体的目標を達成

する。 

○学期ごとの学年集会，全校集会，

講演会を開催。 

○校内外での立哨指導，月に２度

の校門指導を実施する。 

○学年の特性，生徒・学生の個々

の特性をふまえた生徒指導に取

り組む。 

Ｂ 

Ｂ 

○年間計画に即した活動，それに

対しての教職員の協力が得られ

た。 

○学年・学科及び生徒・学生個々

の特性をふまえた指導が行われ

た。 

○学年特性をふまえかつ教職員

の共通理解に基づいた指導を

継続していく。 

Ａ 

②生徒会・自治会活

動の活性化 

○生徒会本部・自治会本部との交流を

深め，組織の充実を図る。 

○生徒・学生が主体的に学校行事，

ボランティア活動等を計画・立

案し，実行できるよう働きかけ

る。 

Ｂ 

○教師主導型から生徒学生主体の

活動になりつつある中，各行事

を成功裡に終えた。 

○生徒・学生の意欲を大切にし，

リーダーとしての資質を伸ば

していく。 

③クラブの活性化 ○クラブ加入率を上げる。 ○新入生歓迎会・クラブ紹介の中

から目標に応じたクラブ活動へ

の参加を促す。 

○生徒・教員からの働きかけを強

化する。 

Ｂ 

○昨年度より活動実績をあげたク

ラブもあったが，活動実績が上

がらなかったクラブもあった。 

○クラブ加入率を上げるととも

に教員の今以上の努力が必要

である。また，クラブ活動を

通して技術だけでなく規範意

識の定着を図る。 

④学級活動・学級経

営 

○仲間づくり 

○委員会活動の充実 

○学年集会の開催。 

○『われら人間創造』の活用。 

Ｂ 

○学年特性に応じた集会の開催が

なされた。 

○クラスの特性を見越した担任の

積極的な「なかまづくり」が見

られた。 

○生徒・学生が生き生きと過ご

せる学級生活を目指す。 

○委員会活動を活性化させる。 

○クラスリーダーの育成を図

る。 

⑤教育相談        

生徒・学生理解指

導 

○教職員一人一人がカウンセラーで

あることを自覚し，実践する。 

○学年主任を中心とした教育相談の

体制づくり 

○積極的な生徒指導，理解を続け

る。 

○特別支援教育と連携をとる。 Ｃ 

○不登校傾向にある生徒・学生へ

の指導に対しいろいろな工夫が

担任・学年集団によりなされた

が，十分な成果を上げることが

できなかった一面もある。 

○各分掌との連携を深めより細

やかな指導を行う。 

⑥問題行動に対する

指導 

○問題事象を起こさせない事前の積

極的な生徒指導をすすめる。 

○生徒・学生に積極的に働きかけ，

生徒理解を深め， 

○日常の生徒指導を徹底する。 

Ｂ 

○積極的に生徒・学生理解に努め

たが，学年差も出てきている。

しかし，少しずつではあるが成

果を上げてきている。 

○いじめに対しては早期発見がで

き，学年団の協力もあり，落ち

着いてきている。 

 

○特にいじめに対しての指導を

より細やかに実施していく。 

○あいさつ・清掃活動を確実に

実施できる指導，けじめのあ

る生活習慣を自主的に行える

指導を継続していく。 
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⑦家庭との連携 ○家庭との協力体制を構築する。 ○連絡を密にし，適宜家庭訪問を

行う。 

Ｂ 

○状況に応じ，積極的な家庭訪問

が行われ，家庭との連携が図ら

れた。 

○いじめに対し家庭との連携を深

めながら指導を続けた結果，学

校への信頼も得てきている。 

○家庭との信頼関係を築き，情

報の共有を綿密にし，保護者

が安心できる指導をすすめ

る。 

⑧関係諸機関との連

携 

○関係諸機関との連絡を密にする。 ○性教育，安全教育，防犯教育等

を専門的分野からの講演を依

頼，実施する。 

Ａ 

○各部，関係諸機関との連携の中，

状況に応じた講演会が実施され

た。 

○本年度の生徒・学生の状況を

把握し，来年度につなげる。 

（４） 

進路指導 

①組織的な進路指導 ○進路実績の向上を図る。 

○自己の進路について主体的に考え

られる生徒に育てる。 

○大学入試に特化した補習を実施

し，校内予備校を充実させる。 

○学習習慣の確立及び基礎学力の

向上を図る取り組みを実施す

る。 

○進路指導学年推進委員などを通

して生徒の状況把握を行い，生

徒・学生の可能性を広げる指導

を行う。 

○社会的・職業的自立に向けて必

要な能力などを育てる指導を行

う。 

○高等教育への進学希望者に対し

ても「大学等の向こう側にある

社会」を意識させ，それぞれの

将来について考えさせる。 

○進路実現にかかわるデーターを

有効活用する。 
Ｂ 

Ｂ 

○特進コース在籍生徒や看護進学

コース及び希望者を対象とした

７限補習を実施し，受験基礎学

力の定着を図った。 

○夏期休暇・春期休暇中に特進コ

ースを対象とした勉強合宿を実

施した。参加生徒たちは達成

感・充実感をもって合宿を終え

ることができた。 

○夏期休暇中に予備校講師を招聘

したが，予備校講師との連絡調

整という点ではまだまだ改善の

余地があると考えられる。 

○学習習慣・基礎学力の定着を図

る目的で，「毎日宿題」「マナ

トレ」を実施した。 

○進路希望調査に基づいて，分野

別進路説明会・マナー講習会・

大学短大見学会・病院訪問など

を実施した。これらの行事，生

徒の進路意識を高めるきっかけ

づくりとなったと考えられる。 

○「特進コース通信」「特進生徒

個票」を作成し，生徒の学習指

導及び保護者に対する学習状況

報告に活用することができた。 

○准看護師試験対策補習・看護師

国家試験対策を早期に実施する

ことができ，一定の効果が期待

できた。また准看校内模試にお

いては生徒個票を作成した。そ

の個票により，単元別の定着度

の確認が容易となり，学習指導

に活かすことができた。 

○７限補習は更なる精選・充実

を施したうえで，生徒の受験

基礎学力の定着・発展を図る

必要がある。 

○学習習慣・基礎学力の定着を

図る取り組みを次年度以降も

定着させ安定的なものとして

いく必要がある。 

○進路関係の行事においては，

進路情報を提供する複数の業

者を介して実施した。次年度

も充実したガイダンスが実施

できるように業者との信頼・

協力関係を築いていきたい。

生徒実態を的確にとらえて進

路行事のあり方の見直しを図

る必要がある。 

○生徒自身がさらなる成長を望

むようになるためには，学

校・学級が「安心空間」でな

ければならない。「安心空間」

を作るためには，ルールとリ

レーション（生徒間のふれあ

い）をバランスよく生徒たち

に定着させる必要がある。そ

のような空間を実現するため

にも生徒指導部・人権教育部

との連携を強化しなければな

らない。 

Ａ 

②家庭との連携 ○保護者との連携を図り，生徒・学生

の進路目標の実現を図る。 

○育友会・後援会関係行事で進路

環境等の解説を行う。 

○担任・アドバイザーと保護者の

連絡体制を三者懇談会や日常の

会話から充実させる。 
Ｂ 

○育友会総会を通して，本校の進

路状況および高校生の進路環境

の説明を行った。担任・アドバ

イザーは積極的に保護者に働き

かけ，連携・連絡体制を充実さ

せた。 

○進路に対する保護者の思い，

生徒の思いを的確に把握し，

迅速に対応できる支援体制を

さらに整備充実させる必要が

ある。 

○各コースの状況を踏まえ，進

路指導部で作成する資料を充

実させる必要がある。 

③指導方法の工夫改

善 

○進路指導の充実を図るための研修

会に積極的に参加する。 

○進学および就職にかかわる動向

を的確に捉え，その状況を教員

間で共有する。 

○受験指導・進路指導法・進路環

境を学ぶ学外研修会に参加す

る。 

Ｃ 

○次のテーマによる校内研修を実

施し，本年度の進路指導及び次

年度以降の指導方法に対する検

討を図る機会を設けた。 

 ・三者懇談時の声掛けのポイン

トについて 

 ・実力判定テストの結果分析と

今後の指導方法について 

○進路環境・進路指導方法にかか

わる学外研修会に参加し，進路

指導に活用した。 

 ・先進的な取り組みをされてい

る高校による実践発表会 

 ・予備校主催の学習指導研究会

への参加 

            など 

○生徒の多様な進路実現に対応

できるように，教務部・教科

主任会との連携を図っていか

なければならない。 

○進路実績を向上させるために

は，教科指導力の向上を図る

必要がある。大学入試問題を

分析し，その分析結果を授業

に反映させる必要がある。 

○キャリア・カウンセリング，

学習指導法，進路環境理解の

ための研修会，先進的な取り

組みをされている学校への視

察に今後も積極的に参加し，

本校の進路指導力を強化する

必要がある。 
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④関係諸機関との連

携 

○高進協・進学希望校・職業安定所な

ど関係機関との連携を図り，進路保

障の実現を図る。 

○高進協・職業安定所との連携を

図り，進路にかかわる情報の発

信を積極的に行う。 

○大学などとの高大連携事業を推

進する。 

Ｂ 

○高進協・職業安定所などから情

報を参考にし，進路環境にかか

わる情報発信を行った。 

○今年度新たに梅花女子大学との

高大連携協定を結んだ。 

○複数の大学と連携にむけた働き

かけを行ったが，この働きかけ

に対してはまだ継続中である。 

○不況が続き，進路保障という

観点では非常に厳しい状況が

続いている。すべての生徒が

よりよい進路を実現するため

に，関係機関との連携をより

強く働きかけなければならな

い。 

○出前授業や体験授業は生徒の

進路に対する意識を高めるよ

い教材となっている。次年度

も連携授業を精選して実施し

ていきたい。 

（５） 

人権教育 

①人権教育指導計画

の立案 

○人権教育基本方針に則り，人権教育

推進計画をもとに体制を確立し，職

員，生徒，保護者に対して実施する。 

○すべての生徒・保護者に，人権につ

いての正しい理解と認識を培って

いくため，教職員みずから人権につ

いての認識を深め実践する。 

○教育内容の創造と実践に努め，部落

差別を始めあらゆる差別の撤廃に

取り組むことのできる力量と集団

を育てる。 

○教育の機会均等の権利と進路を保

障する取り組みをすすめる。 

○職員研修 

・全体研修，学年研修，外部の

研究大会や研修会への参加，

校内公開ＬＨＲを実施する。 

○生徒に対する取り組み 

 ・人権学習Ｌ．Ｈ．Ｒ．の計画

的指導 

 ・全校学習会（講演会，映画会） 

 ・全校人権集会（人権作文発表

会） 

 ・新入生人権学習会 

○保護者に対する取り組み 

・育友会人権教育研修会 

Ｂ 

Ｂ 

○校内公開Ｌ.Ｈ.Ｒ.を実施する

ことで実践計画を具体化し，教

材研究を深めることができた。 

○生徒の状況や人権Ｌ.Ｈ.Ｒ.の

実施状況について，情報交換す

ることにより，校内での共通理

解がより明確になった。 

○外部の研修会の参加について

は，研修日程を周知し，積極的

な参加をもとめ，全員が参加し

た。 

○全校行事については，円滑に実

施でき，生徒の感想等からは自

分の問題として捉えている内容

が多く，意識を深めることがで

きた。 

○育友会役員会では，現在の人権

教育のあり方を報告した。 

○各学期末に保護者向けの人権だ

よりを発行し，本校の取り組み

について理解を求めた。 

○外部研修の年間計画を年度は

じめに示す等，計画的に進め

る。また，自主的な参加体制

の確立をめざす。 

○行事内容については，現在の

人権問題にかかわる情報収集

に努め，新しい内容を取り入

れ工夫していく。 

Ａ 

②学習内容の精選 ○ＬＨＲを人権問題学習のかなめと

して，その計画・指導を充実させる

と共に，あらゆる教育活動を通して

人権教育を推進する。 

○年間指導計画に基づき計画的指

導に努め，実践記録を通して点

検・研究する。 

○人権作文を課題とし，教材化を

図る。 
Ｂ 

○学年推進委員がリーダーシップ

を取りＬ.Ｈ.Ｒ.の展開例を情

報提供することで，指導内容を

深めた。 

○奈良県高等学校人権作文作品集

をクラス全てに提供した。 

○Ｌ.Ｈ.Ｒ.年間指導計画をよ

り具体的にして，学年推進委

員を中心に人教部会で綿密に

点検しながら，継続的に実施

していく。 

○人権作文の教材化については

他校の指導案を参考に教材研

究を深めていく。 

③指導方法の工夫改

善 

○互いに支え合う学級集団作りを通

して「生きる力」を育て，「学力・

進路」の保障をより確かなものとす

る。 

○様々な状況に置かれている生徒

の実態を把握し，生徒や親の願

いを的確に受け止め，その実現

に努力する。 

○各学年人教研修会で協議した指

導案に基づき，校内公開ＬＨＲ

を実施し，学期末の研修会で研

修を深める。 

○外部で研修した内容を積極的に

取り入れる。 

Ｂ 

○各学年とも家庭との連携を密に

し，生徒の実態把握に努め，支

え合う学級集団をつくることが

できた。 

○人教部内のＬ.Ｈ.Ｒ.指導案作

成の論議を活性化することで，

授業展開の内容を深め，学年で

共有した。 

 

○特に配慮を要する生徒の実態

把握については，担任や学年

だけでなく，職員会議等で全

体化することを継続してい

く。 

○来年度もより充実した公開

Ｌ.Ｈ.Ｒ.が実施できるよう，

学年推進委員を中心に深めて

いく。 

（６） 

特別支援 

①組織的な特別支援

教育の体制作り 

○発達障害を含む障害のある生徒，お

よび心因性疾患等により日常の学

習活動が困難な生徒の自立や社会

参加に向けた主体的な取り組みを

支援する体制を全校体制で構築す

る。 

○特別支援教育推進委員会を随時

開催し，当該生徒の現状を把握

して，対応および指導方針を確

立する。 

○校内研修会を企画運営する。 

Ｂ Ｂ 

○支援委員会を１学期に４回開催

し，当該生徒の現状把握および

指導方針について協議し，連携

を密にした。 

○夏期研修で，「高等学校におけ

る特別支援教育の実践につい

て」の奈良教育大学特別支援教

育センター河合淳伍先生による

講演を通して，発達障害の概要，

支援方法など具体的な指導方法

を中心に研修を深めることがで

きた。 

○支援委員会をより機能的に運

営できるよう，今後も検討が

必要である。 

○特別支援教育について，職員

間では共通理解ができつつあ

るが，生徒や保護者の理解を

深めるための啓発活動が今後

必要と考えられる。次年度は

人権教育とも連携して，生徒

向けの講演会等を企画実施し

ていきたい。 

Ａ 
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Ⅱ学校経営に関するもの 

【項目ごとの評価】 

学校自己評価   ４段階評価Ａ：極めて達成度が高い  Ｂ：概ね達成できている  Ｃ：課題を残している  Ｄ：課題が多く速やかな改善が必要 

学校関係者評価  ３段階評価Ａ：学校自己評価は適切である  Ｂ：学校自己評価はおおむね適切である   Ｃ：学校自己評価は適切でない 

 

大

項

目 

中項目 小項目 

学校経営計画 学校自己評価 学校関

係者評

価委員

会によ

る評価 

目標 取組（実施）計画 評価 評価の理由 課題及び改善 

Ⅱ

学

校

経

営

に

関

す

る

も

の 

         

（１） 

学校広報 

①効果的な広報活

動 

○効果的な広報活動によって中学生，

保護者，塾，中学校に対し学校の認

知度を高め，学校イメージと募集力

の向上を図る。 

〇地元紙を中心にマスコミに取り

上げられる機会を増やすように

努める。 

〇ホームページを魅力的で充実し

たものにする。 

〇学校案内，パンフレット等，各

種紙媒体に工夫を凝らす。 

〇生徒参画・生徒参加による企画

を実施し，新しい学校作りのイ

メージ形成を推進する。 

Ｂ Ｂ 

○紙媒体，ホームページ，マスコ

ミを広報活動の三大要素と位置

づけ，それぞれにおいて創意工

夫により新しい学校イメージの

発信に一定の成果を上げること

ができた。 

○企画について試行錯誤してい

る。生徒が主役となり，学校

イメージの刷新に寄与するよ

うな催しを工夫したい。 

Ａ 

（２） 

組織運営 

①学校経営計画・

経営方針の共通

理解 

○学年当初に学校経営計画を教職員

に示し，教職員相互に共通理解をは

かる。 

○経営計画等の教員間の共通理解

の上で教員それぞれが面談シー

トを作成し，教育活動に反映し

ていく。 

Ｃ 

Ｃ 

○教職員相互に共通理解を図りな

がら，すすめたが不十分な面も

あった。 

○情報を常にオープンにして情

報を共有化して教職員相互に

共通理解を図っていきたい。 

Ａ 

②分掌間の連携の

強化 

○教育的効果をあげるため，分掌間の

横の繋がりを強化する。 

○分掌会議の充実と分掌長同士の

繋がりを密接にする。 
Ｂ 

○校務運営委員会などを通じて分

掌長相互の繋がりはある程度図

れた。 

○さらに教育的効果をあげるた

めには分掌間の繋がりを強化

することが必要であることを

教職員相互に認識したい。 

③教職員間の連携

の強化 

○教職員が相互に高め合う集団にす

る。 

○教科や分掌などでの教員の連携

を深めていく。 Ｃ 

○学年，教科，分掌を通じてもっ

と教職員相互に高め合うという

認識が欠如していた面がある。 

○教職員が相互に高め合う集団

になることを相互理解のもと

に教育活動をおこなう。 

④教職員研修の実

施 

○教職員の資質の向上を目指す。 ○積極的に教員が内外の研修会に

参加する。 
Ｃ 

○教職員が自己の資質向上のため

にもっと積極的に研修会へ参加

していく必要がある。 

○教職員ひとりひとりの研修内

容を全体化して，全体の教職

員の資質の向上につなげてい

きたい。 

（３） 

保健管理 

①心のケアーや健

康相談体制の整

備 

○本校独自の健康相談体制の確立を

図る。 

○人権教育部・特別支援教育コー

ディネーター・スクールカウン

セラーとの連携を密にし，様々

な生徒の状況に応じた指導を行

う。 

○専門家による教職員への研修の

機会を増やし，生徒への指導に

活用する。 

Ｂ 

Ｂ 

○関係者との連携を密にし，生徒

の状況改善に繋がる指導に努め

た。 

○研修会等を通して，教職員全体

に共通理解を図った。 

○教職員全体研修の充実と，

様々な状況の生徒に応じた指

導を継続していく必要があ

る。 

Ａ 

②健康観察，健康

管理能力の育成 

○健康診断・体力測定を実施し，生

徒・学生の自己の状況を把握させる

ようにする。 

○診断・測定の結果により，自己

の状況を知らせ，学校生活，活

動に活かす。 
Ｂ 

○診断・測定の結果を教員が把握

し，生徒の日々の指導に活用し

た。 

○生徒自身が診断・測定の結果

をしっかりと理解し，学校生

活に積極的に活用する力を身

につけさせていく。 

③関係機関との連 

 携 

○保健にかかわる関係機関との連携

を図る。 

○医療機関，保健所との連携内容

を充実させ，日々の生徒への指

導に活用する。 

Ｂ 

○関係機関との連携を図り，生徒

への指導に活用した。 

○関係機関との連携内容の充実

に努める。 

（４） 

安全管理 

①学校安全・防災

計画の立案 

○危機管理マニュアルの教職員への

共通理解を図る。 

○各教員担当場所の安全点検・報

告確認を定期的に行う。 

○防災計画に従って，年間 2回の

防災訓練を立案し，実施する。 

Ａ 

Ｂ 

○危機管理マニュアルの教職員へ

の共通理解を図った。 

○防災計画に従って，年間２回の

防災訓練を立案・実施した。 

○年間２回の防災訓練の内容に

ついて，検討していく必要が

ある。 

Ａ 
②危機管理体制の

整備 

○危機管理マニュアルの教職員への

共通理解を図る。 

○AED 講習会をはじめとする教職

員研修・生徒への講習会を実施

する。 
Ｂ 

○校外の救急救命講習会に生徒と

ともに参加し実践力の向上を図

った。 

○熱中症等の予防・注意事項を各

クラスに掲示し，生徒への注意

を呼びかけた。 

○教職員研修の充実を図る。 

○教職員・生徒に，校内外の講

習会への積極的な参加を促す

必要がある。 

（５） 

家庭・地

域との連

携 

①学校情報の発信 ○様々広報媒体で本校の情報をでき

るだけ多く発信していく。 

〇ホームページやあらゆる媒体を

通じて情報を発信していく。 Ｂ 

Ｂ 

○昨年度から入試広報から広報企

画室が分かれて情報発信の中核

として活動した。 

○広報企画室と募集対策室がよ

り一層密接に共同歩調をとっ

ていく必要がある。 

Ａ 
②行事・授業等の

公開 

○学校の行事や授業などを保護者や

場合によっては地域の方に公開し

ていく。 

○地域への発信，保護者への案内

をこまめに可能な限り行う。 Ｂ 

○文化クラブの活動を通じて地域

へのはたらきかけがある程度実

施できた。 

○もっと本校を認知してもらえ

るように手だてを考えていき

たい。 

③育友会・後援会

との連携 

○保護者との連携を密にして学校へ

の理解を深めてもらう。 

○育友会・後援会の総会，学期毎

の保護者との面談などを利用し
Ｂ 

○役員会などを通じて学校の教育

活動をある程度，理解を得られ

○もっと保護者と学校の意思疎

通ができる機会を考えていき
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て学校と保護者の相互理解を図

る。 

た。 たい。 

（６） 

施設・設

備 

①施設設備の管理 ○校舎各室等の施錠，火元確認，整理

整頓，備品管理，美化などに努める。 

 

○各室等の管理責任者の再確認を

行うとともに生徒への指導を促

す。 

○教職員及び生徒に省エネを意識

づける。 
Ｃ Ｃ 

○年度当初の職員会議で，部屋 

別の管理責任者を決定・周知し

たが，全体的に意識が低い。 

○東日本大震災以降，政府はもと

より学園全体でも省エネを実

施。本校でも，ちらし掲示など

で啓発しているが，全体的に意

識が低い。 

○教職員はもとより生徒への粘

り強い働きかけが必要であ

る。 

 

 

 

 

 

Ａ 

（７） 

情報提供 

①学校に関する情

報の提供 

○学校（自己評価・学校関係者評価等）

評価結果を公表する。 

○学校評価結果について育友会総

会・ホームページ等幅広く公表

する。 

Ｂ 

Ｂ 

○今年度より，春の役員会での公

表実施。三学期に学校関係者評

価を実施できた。 

○さらに広範囲に公表を行うよ

う努める。 

Ａ 
②文書管理の徹底 ○学校関係書類の情報開示に向けて

文書管理を徹底する。 

○文書分類表に基づき管理を徹底

するため１年に一度点検を行

う。 

Ｂ 

○三学期に各保管部署の書類を点

検できた。 

○制度変更により，書類の保存

期間や保管義務について規程

を見直す必要がある。 

 


